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（事務処理フロー図の説明） 

項

番 

項 目 説  明 

１ 形式審査 提出された申請書に記載漏れがな

いかどうか、添付書類がそろってい

るかどうかを審査します。 

２ 意見照会 形式審査が終了した申請書及び使

用計画について、動物医薬品に関す

る規制及び家畜防疫上差支えない

ことについて確認します。 

３ 申請内容 

審査 

意見に基づき、動物医薬品に関する

規制及び家畜防疫上差支えないこ

とについて審査します。 

４ 許可又は不

許可の決定

手続き 

許可の諾否について農林水産部食

料安全課長が決定します。 

５ 通知 申請者に通知します。 
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